
国際条約等の動向 

1. 海洋環境保護関連 

1.1 国際海事機関（IMO）の動向 

ロンドンの国際海事機関（IMO）本部にて，2020 年 11 月に開催される第 75 回海洋環境

保護委員会（MEPC 75）で審議が行われる予定となっている主な内容を紹介する。 

1.1.1 温室効果ガス（GHG）関連 

国際海運からの温室効果ガス（GHG）排出の抑制対策は IMO にて検討が進められてお

り，現在までにエネルギー効率設計指標（EEDI），エネルギー効率管理計画（SEEMP）に

よる規制、及び燃料消費実績報告制度（DCS）が導入されている。また，2018 年 4 月に開

催された MEPC 72では，GHG削減目標と GHG排出削減策の候補を盛り込んだ IMO GHG
削減戦略が採択された。 

1.1.1.1 EEDI 規制に関する技術開発状況レビュー 

MARPOL 条約 附属書 VI 第 21.6 規則では，EEDI の改善に寄与する技術の開発動向を定

期的にレビューし，要すればフェーズの開始時期，及び削減率を見直すことが規定されて

いる。 

(1) EEDIフェーズ 3規制の見直し 

前回の MEPC 74 で，EEDI フェーズ 3 規制を強化するための MARPOL 条約 附属書

VIの改正案が承認された。 
MEPC 75では，この改正案が採択される見込みである（1.1.6(1) 項参照）。 

(2) EEDIフェーズ 4規制の検討 

MEPC 74 では，EEDI フェーズ 4 規制導入の必要性を検討するために，日本をコー

ディネータとする通信部会が設置された。 
MEPC 75 では，通信部会からの中間報告が行われる。通信部会では，エネルギー効

率改善のための新技術及び代替燃料に関する情報収集・分析，EEDI 規制と IMO 
GHG 削減戦略の関係性の検討などを進めていることが報告される。通信部会は作

業を継続し，次回 MEPC 76で最終報告を行う予定である。 

1.1.1.2 EEDI 規制と最低推進出力規制 

荒天下における操船性を維持するため，MEPC 65 において暫定の最低推進出力ガイドラ

インが策定された。さらに MEPC 71 では，暫定ガイドラインの適用期間をフェーズ 2 ま

で延長することが合意されている。一方，この最低推進出力規制により一定の出力を確保

する必要がある反面，フェーズ 3 規制が強化されることから，フェーズ 3 への対応がさら

に困難になることが懸念されている。 

MEPC 74 では，EEDI 規制と最低推進出力規制の両方を満足するために，通常航海時に

は機関出力を制限し，非常時（荒天時）は出力制限を解除することを認める出力制限・非

常用出力のコンセプトについて審議を行った。審議の結果，さらなる検討が必要であるこ

とから，出力制限・非常用出力のコンセプトについて継続して検討を行うこと，さらに並



行して，最低推進出力ガイドラインを最終化するための検討作業を進めることが合意され

た。 

MEPC 75 では，出力制限・非常用出力のコンセプト，及び最低推進出力ガイドラインに

ついて，引き続き審議が行われる見込みである。 

1.1.1.3 GHG 排出削減のための短期対策 

MEPC 72 で採択された IMO GHG 削減戦略では，2030 年までの短期削減目標と 2050 年

までの中長期削減目標が規定されている。短期削減目標を達成するための短期対策のう

ち，新造船に対する対策は EEDI 規制の強化で対応する一方，既存船に対する対策の検討

が MEPC における喫緊の課題となっている。 

2019 年 11 月に開催された中間会合では，既存船に対する短期対策案として様々な提案

が出されていることから，次の 2 つのアプローチに分類した上で，検討作業を進めること

になった。 

(1) 技術アプローチ 

既存船に対する燃費性能規制である EEXI案（Energy Efficiency Existing Ship Index） 

(2) 運航アプローチ 

運航時の平均燃費実績による規制案，SEEMP を用いた燃費改善のための自主目標

設定など 

MEPC 75 では，技術アプローチである EEXI 案について，詳細な審議を行う見込みであ

る。なお，EEXI 案は，EEDI と同様の規制を既存船にも適用するもので，概要は以下の通

りである。 

- EEDI と同様の燃費性能指標を既存船に対して適用し，個船ごとの燃費性能指標で

ある EEXI値を算出する。 
- EEDI 規制で使用している船種ごとの燃費平均値（リファレンスライン）を使用

し，船の大きさによって規定される削減率を乗じて EEXI規制値を算出する。 
- EEXI 値が EEXI 規制値を満足できない場合，エンジンの出力制限を行う等の対策が

必要となる。 

MEPC 75では，運航アプローチについても審議を行う予定であるが，各提案はいずれも

コンセプト段階であり，次々回の MEPC 76 に向けて継続して審議を行うことになるもの

と予想する。 

1.1.1.4 GHG 排出削減のための短期対策 

IMO GHG 削減戦略の中長期削減目標を達成するためには，海運の抜本的な脱炭素化を

促進するための中長期対策が必要である。 

MEPC 75では中長期対策案として，低・脱炭素技術の研究開発を促進するために，国際

的な研究開発委員会（IMRB, International Maritime Research and Development Board），及び研

究開発基金（IMRF, International Maritime Research Fund）を創設する提案について審議を行

う。また，市場メカニズムによる経済的インセンティブ手法についても検討を行う見込み

である。 

1.1.1.5 IMO GHG Study 

MEPC 74 において，国際海運からの GHG 排出量予測である「第 3 次 IMO GHG スタデ



ィ 2014」の更新作業を行うことが合意された。 

MEPC 75 には、「第 4 次 IMO GHG スタディ 2020」案が提出されている。同案では、

2018 年時点の船舶からの GHG 排出量は約 10.8 億トンで、世界全体の GHG 排出量に対し

て船舶からの排出量が占める割合は 2.89%となっている。また、2050 年の GHG 排出量の

予測として、更なる排出削減対策を講じない場合は、2008 年の船舶からの排出量に比べて

90%から 130%の間で推移することが報告されている 

1.1.2 大気汚染防止関連 

1.1.2.1 排ガス浄化装置故障時の取扱い 

MEPC 74 では，排ガス浄化装置（EGCS）に不具合が生じた場合に取るべき行動等を纏

めたガイダンス（MEPC.1/Circ.883）が採択された。このガイダンスでは，EGCS に不具合

が発生した際，1 時間以内に復旧できない場合は故障と判断し，次の措置を講じることが

規定されている。 

- 適合燃料油への切り替えを行う。 
- 旗国及び寄港国主管庁に報告を行う。 
- 適合燃料油を保持していない場合，旗国及び寄港国主管庁と相談し，適切な措置を

講ずる。 

MEPC 75 では，EGCS 故障時に適合燃料油を保持していない場合，航行を継続するため

の緊急措置として，旗国及び寄港国主管庁に連絡した上で非適合燃料油の使用を認めるべ

き，との提案について審議を行う。 

1.1.2.2 燃料油供給証明書 

MARPOL 条約 附属書 VI では，船舶に燃料を搭載する際に燃料油供給業者が発行する燃

料油供給証明書を 3 年間船上に備え付けることが義務付けられている。MARPOL 条約 附
属書 VI 付録 Vには，燃料油供給証明書に記載する内容が規定されている。 

MEPC 75 では，燃料油の引火点を燃料油供給証明書に記載することを義務付ける

MARPOL条約 附属書 VI 付録 Vの改正案について審議を行う。 

1.1.3 バラスト水管理条約関連 

1.1.3.1 バラスト水処理装置搭載時の性能確認 

MEPC 74 で，バラスト水処理装置の搭載時に試運転及びバラスト水の分析を行うことを

義務付けるためのバラスト水管理条約の改正案が承認された。 

MEPC 75 では，上記改正案を採択する予定である（1.1.6(4) 項参照）。また，バラスト水

処理装置搭載時の試運転に関するガイダンス（BWM.2/Circ.70）の改正も採択される見込

みである。主に次の項目が改正ガイダンスに記載される見込みである。 

- バラスト水処理装置の搭載工事が適切に行われたことを確認するために試運転，及

びバラスト水の分析を行う。 
- 試運転では，造船所周辺の水を使用する。 
- バラスト水の分析では簡易分析手法により，D-2 基準に規定される L サイズ（50um

以上）と S サイズ（10um 以上 50um 未満）の生物に対する分析を行う。複雑な分析

手順が必要となる病原性バクテリアに対する分析は不要。 
  



1.1.3.2 特定船種の条約適用除外 

多目的サルベージ船，及び救命タグボートは，バラスト水処理装置を搭載することが困

難であることから，これらの船種を適用除外とするためにバラスト水管理条約の改正案が

提案されている。MEPC 75では，この改正案について審議を行う。 

1.1.4 AFS 条約の改正 

2008 年に発効した船舶の有害な防汚方法の規制に関する国際条約（AFS 条約）では，船

底塗料として有機スズ化合物を使用することが禁止されている。 

MEPC 74 では，新たに有害性が確認されたシブトリンを禁止物質に加える方針が合意さ

れた。また，既存船に既に塗布されている船底塗料にシブトリンが含まれている場合，当

該塗料を除去する必要性について，更に検討を行うことになった。 

MEPC 75 では，シブトリンを禁止物質に加えるための AFS 条約改正案を承認する予定

である。条約改正案では，既存船に既に塗布されている船底塗料について，直近に塗布し

た最外層の塗料にシブトリンが含まれている場合，次の取り扱いとすることが規定されて

いる。 

- 総トン数 400GT以上の外航船は，塗料を除去するか，溶出防止塗料を上塗りする 
- 総トン数 400GT以下の外航船は，沿岸国が認めれば，対応不要。 
- 内航船は，対応不要。 

なお，既存船に塗布されている最外層の塗料にシブトリンが含まれていない場合，特段

の対応は不要となる見込みである。 

1.1.5 その他 

1.1.5.1 海洋プラスチックごみ 

近年問題となっているプラスチックごみの海洋投棄については，2013 年に発効した

MARPOL 条約 附属書 V の改正により，全ての船舶からのプラスチックごみの排出が禁止

されている。しかしながら，国連の調査によれば，未だ船舶に由来するプラスチックごみ

の排出が継続していることが報告されている。この問題に対し，漁具の偶発流出時の報告

要件，廃棄物記録簿の備え付け義務要件の見直し，コンテナ流出時の報告義務化等につい

て検討を行うことが合意されている。 

MEPC 75 では，上記の問題について 2025 年までに検討を完了するための作業計画を作

成する予定である。また，漁具が流出した際，所有者を識別するために，漁具へのマーキ

ングを義務化すべき，との提案について審議を行う。 

1.1.5.2 水中騒音対策 

2014 年に開催された MEPC 66 において，商船からの水中騒音低減のための非強制ガイ

ドライン（MEPC.1/Circ.833）が採択された。 

MEPC 75では，実効性の観点から同ガイドラインを見直すための新規作業計画が提案さ

れている。この作業計画が合意されると，次回開催される船舶設計・建造小委員会（SDC
小委員会）から見直し作業が開始される予定である。 

1.1.5.3 北極海における重質燃料油の規制 

今後、海運が活発化することが見込まれる北極海域では，油流出事故による生態系や環

境への悪影響が懸念されており，これまでの会合で北極海における重質燃料油の保持・使



用について検討を行ってきた。 

MEPC 75では，北極海において重質燃料油を船上で使用すること，及び重質燃料油を使

用する目的で船上に保持することを禁止する MARPOL 条約 附属書 I の改正案が承認され

る見込みである。なお，貨物として重質油を輸送することは認められる。 

1.1.6 義務要件の採択 

MEPC 75で採択される見込みの義務要件は以下の通り。 

(1) EEDIフェーズ 3規制の強化 

EEDI フェーズ 3 規制を強化するための MARPOL 条約 附属書 VI の改正が採択され

る。 

- コンテナ船の規制適用開始を 2025 年から 2022 年に前倒し，削減率は次の通り船の

サイズにより定める。 
DWT 削減率 

 10,000以上  15,000未満 
15～30% 

(DWTに応じて線形補間) 
 15,000以上   40,000未満 30% 
 40,000以上  80,000未満 35% 
 80,000以上  120,000未満 40% 

120,000以上  200,000未満 45% 
200,000以上 50% 

- 一般貨物船，LNG 運搬船，クルーズ旅客船は適用開始を 2025 年から 2022 年に前倒

し，削減率は 30%を維持する。 
- 15,000DWT 未満のガス運搬船（LPG 運搬船）は 2025 年の適用開始を維持するが，

15,000DWT 以上の大型ガス運搬船は適用開始を 2025 年から 2022 年に前倒しする。

削減率はサイズによらず 30%を維持する。 
- その他の船種は，現行の規定通り 2025 年の適用開始を維持し，削減率も 30%を維持

する。 

(2) 大型ばら積み貨物船のリファレンスライン 

279,000DWT 以上の大型ばら積み貨物船に対するリファレンスラインを修正する

MARPOL条約 附属書 VIの改正が採択される。 

(3) 船上で使用する燃料油のサンプリング分析 

既存船を含む全船を対象に，使用中の燃料油のサンプル採取位置の指定を義務付ける

MARPOL 条約 附属書 VIの改正が採択される。また，使用している燃料油中の硫黄分

を確認するための燃料油サンプル検証手順を規定する同条約 附属書 VI 付録 VIの改正

も採択される。 

(4) バラスト水処理装置搭載時の性能確認 

バラスト水処理装置の搭載時に試運転及びバラスト水の分析を行うことを義務付ける

ためのバラスト水管理条約の改正が採択される。 
  



1.2 海洋環境保護関連の地域規制 

IMOによる国際条約に基づいた規制の他，各国による地域規制が実施されている。地域

規制の概要を以下に示す。これらの最新情報については，弊会ウェブサイトで随時発行す

るClassNKテクニカル・インフォメーションの最新版を参照されたい。 

1.2.1 USCG によるバラスト水規制 

米国では，USCGによる"Standards for Living Organisms in Ship's Ballast Water Discharged in 
US Waters"（BWDS）が，2012年 6月 21日に施行された。当該地域規制は，バラスト水管

理条約 D-2 規則と同等の内容となっているが，バラスト水処理装置に対して USCG による

独自の型式承認が要求される。 

本規制に関する詳細情報は，ClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-1049，
No.TEC-1055，No.TEC-1056，No.TEC-1099，No.TEC-1107，No.TEC-1131 及び No.TEC-1148
を参照されたい。 

1.2.2 燃料消費実績報告制度に関する欧州規則（EU MRV） 

2015 年 4 月 28 日に開催された欧州議会において，燃費消費実績報告制度に関する欧州

規則（EU MRV 規則）が採択された。これにより，船籍国に関わらず，EU 加盟国管轄内

の港に寄港する 5,000GT 以上の船舶に対して，燃料消費量を監視するための計画書の作

成，及び年間ベースでの CO2 排出量を記録した排出報告書の提出が義務付けられる。な

お，報告を怠った船舶に対しては，EU域内への入港禁止等の罰則が定められている。 

本規制に関する詳細情報は，ClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-1031，
No.TEC-1100及び No.TEC-1111を参照されたい。 

1.2.3 シップリサイクルに関するEU規則 

2013年12月30日にシップリサイクルに関する欧州規則が発効した。これにより，EU 籍船

及びEU 加盟国に寄港する非EU 籍船に対して「インベントリ」（船内に存在する有害物質の

一覧表）の備え置き等が義務化される。2018年12月31日以降に建造契約が結ばれるEU籍新

造船は完工時までに，また，EU籍既存船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船は2020年12月
31日までにインベントリの備え付けが必要となる。 

本規制に関する詳細情報は，ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0978，
No.TEC-1051，No.TEC-1120，No.TEC-1170及びNo.TEC-1185を参照されたい。 

2. 海上安全関連 

2.1 国際海事機関（IMO）の動向 

ロンドンの国際海事機関（IMO）本部にて，2020 年 11 月に開催される第 102 回海上安全

委員会（MSC 101）で審議が行われる予定となっている主な内容を紹介する。 

2.1.1 条約及び関連コードの主要な改正 

MSC 102で採択される見込みの主要な義務要件は以下の通り。 

(1) 係船設備に関する SOLAS条約の改正 



MSC 101 において、安全な係船設備の設計及び装置の選定に関する新ガイドライン，

係船索を含む係船設備の点検及び保守に関する新ガイドラインが承認された。これら

を適用する旨を規定する SOLAS条約 II-1/3-8の改正。 

(2) 水密性に関する要件整合のための SOLAS条約の改正 

SOLAS条約 II-1/B-1 ~ B-4部において，水密性に関する要件を整合するための改正。 

(3) IGFコードの改正 

下記 3件の IGFコードの改正。 

1. 6.7.1.1において，タンクコファダムを圧力逃し装置の要求対象区画から削除 
2. 燃料調整室に対し固定式消火装置を要求するための，11.8の新規追加 
3. アルミニウム合金材以外の溶接母材の引張試験に関する 16.3.3.5.1の修正 

(4) IGCコードの改正 

上記 2.1.1(3)3.に記載の IGF コードの改正に合わせた，アルミニウム合金材以外の溶接

母材の引張試験に関する IGCコード 6.5.3.5.1の改正。 

2.1.2 第二世代非損傷時復原性基準 

SOLAS II-1 章で規定されている非損傷時復原性基準では、波浪中で停泊している船舶

しか考慮されておらず、波浪中を航行する状態は考慮していない。このため、船舶設計・

建造小委員会（SDC 小委員会）において，最新の科学的知見を反映した第二世代の非損傷

時復原性基準の策定作業が行われてきた。 

2020 年 2 月に開催された SDC 7 において、「パラメトリック横揺れ」、「復原力喪

失」、「ブローチング」、「デッドシップ状態」及び「過大加速度」の 5 つの現象につい

て規定した暫定ガイドライン案が最終化された。 

MSC 102 では、上記の暫定ガイドライン案を採択する見込みである。今後、暫定ガイド

ラインを試運用して技術的知見を収集した上で、暫定ガイドラインの見直し作業を実施す

ることになる。 

2.1.3 貨物倉に対する水面探知器の設置 

2015 年のアメリカ籍 ro-ro 貨物船 El Faro 号の沈没事故を受けて、ばら積貨物船を除く、

複数の貨物倉を有する貨物船に水面探知器の設置を義務付ける SOLAS 条約改正案が提案さ

れた。船舶設計・建造小委員会（SDC 小委員会）における審議が完了し、SOLAS 条約改正

案が MSCに上程された。 

MSC 102 では、複数の貨物倉を有する船舶（ro-ro 貨物船、一般貨物船等）の乾舷甲板よ

り下方の乾貨物倉に対し、水面探知器の設置を義務付ける SOLAS 条約改正案を承認する見

込みである。2024 年以降に建造されるばら積貨物船とタンカー以外の船舶で、複数の貨物

倉を有する船舶に対して適用となる予定である。 

2.1.4 揚貨設備の検査要件 

現行条約上では揚貨設備に対する検査の規定がなく、旗国政府もしくは寄港国政府の要

件に基づいて検査を行っているのが現状である。揚貨設備に対する検査・保守要件を策定

するための作業が船舶設備小委員会（SSE 小委員会）で行われてきた。2020 年 3 月に開催

された SSE 7において、SOLAS条約改正案が最終化された。 



MSC 102 では、SOLAS 条約改正案が承認される見込みである。2024 年以降、制限荷重

1,000kg以上の揚貨設備に対して、適用となる予定である。 

2.1.5 自動運航船に対する規則の検討 

船舶の自動化に関する研究が進んでいる中で，MSC では自動運航船に適用するべき条約

要件について検討を行っている。 

MSC 100 では、自動運航船に関わる IMO の諸規制の論点整理（Regulatory Scoping 
Exercise, 以下 RSE）の実施方法を策定した。条約ごとに作業担当国を決め、RSE 実施方法

に従って作業が進められてきた。 

MSC 102 では、各国が実施した RSE の報告書が提出されている。これらの報告書を踏ま

え、今後の作業方針・作業計画等について検討を行う見込みである。 

 



国際条約等の動向

1

2020年9月

2020年のIMO会議

2

： 新型コロナウイルスの影響で延期となった会議

： 延期後，再開される会議

： 予定通り開催された会議
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（MARPOL附属書VI/14規則）

北海&バルト海のNOx3次規制
（MARPOL附属書VI/13規則）

1月

EEDI規制フェーズ2 
（MARPOL附属書VI/21規則）

1月

近年発効の環境保護関連の主な規制

コンテナ船，一般貨物船，LNG船
大型LPG運搬船，クルーズ客船
へのEEDIフェーズ3  早期適用

1月
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EEDI規制のフェーズ2
2020年1月1日以降に建造契約の船舶

一般海域における燃料油の硫黄分濃度0.5%規制
2020年1月1日以降，全ての船舶

北海及びバルト海のNOx 3次規制
2021年1月1日以降に起工し，北海及びバルト海を航行する新造船

EEDI規制のフェーズ3 早期適用
2022年1月1日以降に建造契約のコンテナ船，一般貨物船，LNG運搬
船
15,000DWT以上のLPG運搬船，クルーズ客船

近年発効の環境保護関連の主な規則

5

UNFCCC パリ協定

• 各国がCO2削減目標を設定

• 国際航空，国際海運は，パリ協定の対象外

温室効果ガス（GHG）規制

背景

国際海運（IMO）の対応

2013年 ： EEDI，SEEMP規制を導入

2018年 ： IMO GHG削減戦略を採択

2019年 ： 燃料消費実績報告制度を導入

6

今後の検討課題

• EEDI規制の段階的強化

• 短期的なGHG排出削減対策の検討

• 中・長期的なGHG排出削減対策の検討



MARPOL附属書VI 21.6規則に，燃費改善技

術の開発動向により，削減率を見直す規定

EEDI規制値のレビュー

EEDI規制の段階的強化

7

MEPC 75で予定されている審議内容

1 フェーズ3を強化するためのMARPOL条約改正を採択する。

2 279,000DWT以上の大型ばら積み貨物船に対するリファレンスライン

を修正するためのMARPOL条約改正を採択する。

3 フェーズ4導入の必要性を検討する。

フェーズ3強化のための条約改正の概要

• コンテナ船，一般貨物船，LNG運搬船，15,000DWT以上のLPG運搬船，クルーズ客船

は，2022年からフェーズ3を適用開始

• コンテナ船はサイズ毎にフェーズ3削減率を強化

• その他の船種は，現行規定を維持（2025年開始，削減率30%）。

IMO GHG削減戦略に記載されているGHG削減目標

• 輸送効率の改善目標(08年比）

2030年までに40%の改善，更に2050年までに70%の改善

• GHG総排出量目標(08年比）

2050年までに50%削減，今世紀中に排出ゼロへ努力

短期的なGHG排出削減対策

8

• 新造船 ： EEDI規制の強化

• 既存船 ： 短期対策を2023年までに策定する

短期対策

GHG中間作業部会（2019年11月）の審議結果

既存船に対する短期対策を2つのアプローチに分類して検討することを合意

• 技術アプローチ ： 既存船に対する燃費性能規制であるEEXI規制

（Energy Efficiency Existing Ship Index）

• 運航アプローチ ： 運航時の平均燃費実績，SEEMPを用いた規制等



9

MEPC 75で予定されている審議内容

1 技術アプローチであるEEXI規制を導入するためのMARPOL条約改正

案を審議する。

短期的なGHG排出削減対策

EEXI規制案の概要

• EEDIと同様の環境性能指標（EEXI）を既存船に対して適用し，個船ごとの

EEXI値を算出する。

• EEDI規制で使用している船種ごとの燃費平均値（リファレンスライン）を使用し，

船の大きさによって規定される削減率を乗じてEEXI規制値を算出する。

• EEXI値がEEXI規制値を満足できない場合，対策を講じる必要あり。

例えばエンジンの出力制限等。

2 運航アプローチについて，検討を継続する。

平均燃費実績による規制案，SEEMPを用いた燃費改善のための自主

目標設定案など，様々な案について検討する。

中・長期的なGHG排出削減対策

10

中・長期目標を達成するためには，海運の抜本的な脱炭素化を

促進するための中・長期対策が必要

1 IMRB及びIMRFを創設する提案を検討する。

2 市場メカニズムによる経済的インセンティブ手法の提案を検討する。

MEPC 75で予定されている審議内容

IMRB及びIMRFの概要

• 国際的な研究開発委員会IMRB（International Maritime Research and Development 

Board）と研究開発基金IMRF（International Maritime Research Fund）を創設する。

• 船舶燃料1トンあたりUS$2程度をIMRFに拠出する。

• IMRFにプールされた基金は，低・脱炭素技術の研究開発促進のために使用する。

IMO GHG削減戦略に記載されているGHG削減目標

• 輸送効率の改善目標(08年比）

2030年までに40%の改善，更に2050年までに70%の改善

• GHG総排出量目標(08年比）

2050年までに50%削減，今世紀中に排出ゼロへ努力



低硫黄燃料油規制

2015年
1月

2020年
1月

MARPOL（一般海域）

MARPOL（SOx ECA）
北海・バルト海，
米・加沿岸200海里，
米カリブ海

1.00%

0.50%3.50%

0.10%

一般海域，ECAにおける硫黄分濃度規制

11

MARPOL 条約の改正を採択する。

• 船上における燃料油サンプリングポイント

の設置/指定を義務化

• 船上採取サンプルの検証手順を規定

MEPC 75で予定されている審議内容

12

低硫黄燃料油規制 (地域規制など)

オープンループ式スクラバからの洗浄水排出規制の動き

ドイツ，ベルギー，北アメリカ，中国，シンガポール，UAE，
パナマ運河，マレーシアなどが，オープンループ式スクラバの
使用を制限する動き。

スクラバからの洗浄水排出規制を実施する国は，規制導入が
妥当であることを示す科学的根拠を示すべき，との意見

NKホームページ/業務サービス/条約関連/SOx・PM規制/地域規制
に情報を掲載

PPR 7 (2020年2月) の審議結果

スクラバからの排水による海洋環境への影響調査を行うための
ガイドライン作成に着手することに合意。



13

バラスト水処理装置の搭載試験

1 バラスト水処理装置の搭載時に運転試験を実施し，バラスト水の

サンプリング分析を行うことを義務付ける条約改正を採択する。

2 バラスト水処理装置搭載時の検査に関するガイドライン

（BWM.2/Circ.70）の改正を採択する。

バラスト水処理装置の船上への搭載時に，

装置の正常な作動確認を行うべき，との意見

MEPC 75で予定されている審議内容

バラスト水管理条約及び関連するガイドラインの

改正を検討

BWM.2/Circ.70改正の概要

• 搭載を行う造船所周辺の水を使用する。

• サンプリング分析は，簡易分析手法で行う。

• サンプリング分析の対象生物からバクテリアを除外

AFS条約

船底に使用する防汚塗料に，海洋生物にとって
有害な有機スズ化合物を使用することを禁止

AFS条約の改正

14

新たに有害性が認められたシブトリンを禁止物

質に加えるべき，との提案を検討

シブトリンを禁止物質に加えるためのAFS条約改正案を承認する。

MEPC 75で予定されている審議内容

AFS条約改正案の概要

• 新規の塗装では，全船使用禁止

• 国際航海に従事する船舶で，直近に塗布した最外層の塗装にシブトリンが

含まれている場合，除去又は溶出防止塗料を上塗り

• 内航船は適用除外



MEPC 75におけるその他の検討項目

北極海における重質燃料油の規制

海洋プラスチック廃棄物

水中騒音対策ガイドライン

船舶から排出されるプラスチックごみ削減のため，

廃物記録簿の要件見直し，漁具・コンテナ流出時

の報告義務化等を2025年までに検討する。

2014年に作成した非強制ガイドライン（MEPC.1/Circ.833)を，実効性

の観点から見直す作業を行う。次回のSDC小委員会から作業開始。

15

北極海で重質燃料油を船上で使用すること，及び

重質燃料油を使用する目的で船上に保持するこ

とを禁止するMARPOL条約改正案を承認する。
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自動運航船

自動運航船に適用するべき条約要件を検討するための作業

(Regulatory Scoping Exercise, RSE)を実施することを合意

船舶の自動化や無人化のための開発が進んでいる一方で，

それらに対応する国際条約等の関連要件が整備されていない

17

Regulatory Scoping Exerciseの概要

• 対象は，SOLAS, STCW, COLREG, LL条約

• 条約ごとに作業担当国を決め，コレポンベースで作業を進める

• 自動運航船に関係する条約要件の改正・新規策定について検討を行う

MSC 102で予定されている審議内容

各国が実施したRSEの報告書が提出されている。これらの報告書

を踏まえ，今後の作業方針・作業計画等について検討する。

揚貨設備に対する検査要件

18

SOLAS条約改正案を承認する。2024年1月1日に発効する見込み。

MSC 102で予定されている審議内容

SSE小委員会にて，揚貨設備に対する

規定をSOLAS条約上に新設し，検査・

保守要件を定めるガイドラインの策定作

業を開始

SSE 7でSOLAS条約改正案を最終化

揚貨設備の検査・保守のための条約要件が定められておらず，事

故が頻発

SOLAS条約改正案の概要

• 揚貨設備は，船級協会の要件に従って設計・建造する。

• 毎年詳細検査を行い，5年毎に荷重試験を実施する。

• 制限荷重1,000kg未満の揚貨設備は主管庁判断で適用免除できる



貨物倉に対する水面探知器の設置

19

SOLAS条約改正案を承認する。2024年1月1日に発効する見込み。

MSC 102で予定されている審議内容

ばら積み貨物船を除く，複数の貨物倉を有する貨物船に対して，貨

物倉内に水面探知器の設置を義務付ける提案

* ばら積貨物船には，SOLAS XII/12規則により水面探知器の設置が既に義務付けられている。

SDC小委員会にて，SOLAS条約改正案を審議し，SDC 7で
SOLAS条約改正案を最終化

2015年，アメリカ籍ro-ro貨物船El Faro号が沈没

SOLAS条約改正案の概要

• ばら積貨物船とタンカーを除く，複数の貨物倉を有する船舶で，

2024年1月1日以降に建造される船舶に適用

• それぞれの貨物倉に水面探知器を設置



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


